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         時事寸考             

シーダ・ウォーク施設長・医師の吉田です。0-157による食中毒が注

目を集めていますが経過をまとめてみましょう。まず惣菜店チェーン

「でりしゃす籠原店」（熊谷市）で 8 月 7 日頃に購入したポテトサラダを

食べた 8人が食中毒を発症し 0-157が検出されました。ついで「でりし

ゃす六供店」（前橋市）で 8 月 11 日に購入した惣菜を食べた 11 人も

0-157食中毒を発症、その内 3歳の女児が亡くなったことが判明しまし

た。こちらの方は患者に共通の食材はなく、女児は炒め物を食べたと

いうことです。食品加工会社なども検査されましたが病原菌の混入経

路は今のところ不明です。0-157 が有名になったのは 1996 年の堺市

学童集団食中毒事件からだと思いますが、この時は 9000人以上の患

者と 3 人の死者がでています。カイワレ大根が原因かともいわれまし

たが結局不明のままでした。 

さて、0-157 とは大腸菌のうち菌体抗原（0）が 157 型、鞭毛抗原(H)

が 7 型のもので正式には E. coli 157:H7 となります。通常の大腸菌は

病原性がなく、ヒトも含めて大腸などに常在していますが、なかには病

原性をもつものもあり 0-157は腸管出血性大腸菌とよばれるグループ

の代表的な菌株です。ベロ毒素を産出し、これが腸管のみならず腎臓

や脳にも影響をあたえます。0-157による死者に小児が多いのは相対

的に免疫力が低いので溶血性尿毒症症候群や脳症などの重篤な状

態に至るためです。 

0-157 食中毒の潜伏期は 4～8 日で通常の感染性下痢よりも長くな

っています。まず水様の下痢で始まり、血の混じった下痢に変わりま

す。予防は肉類などは中心部まで 75℃1 分以上加熱することと、菌を

広めないように手指や調理器具の洗浄をしっかりすることです 

 

 
 

   イベント・コンサート※内容等、変更となる場合がございます。   

◆9 月 25 日（月）コーラス（混声合唱団）   【杉唱会】 

◆9 月 27 日（水）アニマルセラピー 【日本動物病院協会】 

◆9 月 30 日（土）テノールで聴く美しき歌たち vol.10 

                    【矢作次郎さん】 

◆10 月 15 日（日）シーダ祭 

◆10 月 28 日（土）秋のコンサート   【相澤英子さん他】 

           

 

 

     栄養科より今月の一押しメニュー       

10/8（日）の昼食には「うなぎのちら 

し寿司・すまし汁・茶碗蒸し・フルー 

ツ」をご用意します。「栗ごはん」や 

「さんまの塩焼き」、じゃが芋のかわ 

りにさつま芋をいれた「秋野菜カレー」 

「きのこのクリームシチュー」「南瓜サラダ」など 10 月も季節

感のある食材を取り入れています。旬の食材で美味しい栄養ある 

献立をお届けします。 

       シーダ祭のお知らせ          

今年もシーダ祭を10月15日(日)に開催いたします。例年同様、楽し

んでいただける企画が盛り沢山です。なお、バザー用品の寄付も引き

続きお願いしております。未使用品でご不要なものがございましたら、

1 階事務所窓口までお寄せください。皆様のご協力とご参加をお待ち

しております。 

尚、当日の出店情報の詳細はハンドビラを作成しましたので、そち

らをご確認ください。チケットは事前販売もしておりますので、1 階事務

室窓口にて是非お買い求め下さい。 

        Cedar Walker で法律相談               

養子縁組の効力について 

相続の場面で養子縁組の効力が争われることがあります。 

養子とは法律上の親子関係を作り出す仕組みです。養子縁組をす

ると、養子は縁組の日から養親の嫡出子として扱われます（民法 809

条）。 

死亡間際に縁組が行われている場合、養子が相続人になることに

よって不利益を受ける親族から、養子縁組の効力が争われることがあ

ります。 

この点について、養子縁組が専ら相続人の一人の遺留分を減少さ

せることを目的としたものかどうかが争われた事案がありました（東京

高判平 27.2.12 判例時報 2327-25）。 

子どもに割り当てられる遺留分は決まっています。それを子どもの数

で割り算することで、一人当たりの遺留分が導かれます。したがって、

子ども一人あたりの遺留分は、二人になると二分の一に、三人になる

と三分の一にと、子どもの数が増えるにつれて減っていくことになりま

す。 

 親子間がどれだけぎくしゃくしていたとしても、虐待などの事実があっ

て廃除という手続が認められない限り、遺留分を奪うことはできません。

廃除するための要件は認められないけれども気の合わない相続人に

はできるだけ財産を渡したくない、そうした目的のもとで行われた疑義

のある養子縁組も現実には存在します。 

 しかし、養子縁組が有効であるためには、養親及び養子において、

社会通念に照らし真に親子関係を生じさせようとする意思があること

が必要とされています。単に別の目的の方便として利用されたにすぎ

ない養子縁組は、縁組意思を欠くものとして無効であると理解されて

います。したがって、単に遺留分を減少させる目的で行われた養子縁

組は無効になる余地があります。 

 しかし、養親が死去していて、その方の真意を把握しにくい場合、ど

のような意図に基づいて養子縁組がされたのかは、良く分からないこ

とも多くみられます。上記の事案でも、一審では養子縁組を無効とした

のに対し、控訴審では養子縁組を有効としており、専門家にとっても判

断が容易でないことを示しています。 

 紛争の予防のためには、その経緯や意図を生前にきちんと記録化し

ておくことが考えられます。養子縁組をした後の相続がご心配の方は、

紛争の予防方法について、弁護士に相談することもご検討ください。 
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実は、風邪やインフルエンザなど病気を引き起こす感染症の多くは「手」を介して

体内に侵入することが多いといわれています。 

日常、無意識に手を鼻や口の周りに持っていく癖はありませんか？ 

ウイルスなどの感染症から身を守るために、「手洗い」がとても大切になるのです。 

正しい手洗いをしよう！ 

 インフルエンザを予防しよう

手洗いが最高の予防法！ 

マスクで感染は防げない？ 

顔とマスクとの間にはどうしても隙間ができてしまいます。 

また、フィルターの捕集効率は製品によって差があるようです。 

このため、マスクをすることによってインフルエンザなどの感染を完全に予防する

ことは難しいと考えられます。マスクの効果を過信しすぎるのはよくないでしょう。 

ただし、咳やくしゃみの症状がある人がマスクを着用すると、飛沫の発生を大きく

減らすことができます。マスクは「人にうつさない」ためにはとても大切です。 

② 鼻からあごの下までしっかり覆い、 

  マスク上部のワイヤーを押さえて 

鼻のカーブに合わせます。 

 

③ 隙間なくフィットしていることを 

確認しましょう。 

                                  マスク着用のポイント 
① 着用前後に手を洗いましょう。 


